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1．GXの取組の背景

地域のくらしや経済を支える幅広い分野を所管する
国土交通省は，カーボンニュートラルやネイチャーポ
ジティブ，サーキュラーエコノミーへの対応といった
環境面における様々な課題に取り組んでいる。本稿で
は，それらの環境政策の中でも，今月号のテーマであ
る GX について，国土交通省の取組をご紹介したいと
思う。

近年の気候変動による自然災害の激甚化・頻発化な
どにかんがみ，地球温暖化対策は喫緊の課題となって
いる。国際社会では，1992 年に採択された国連気候
変動枠組条約に基づき，1995 年から毎年，国連気候
変動枠組条約締約国会議（COP）が開催され，世界
での実効的な温室効果ガス排出量削減の実現に向け
て，精力的な議論が行われてきた。2015 年 12 月，フ
ランスのパリで開催された COP21 においては，2020
年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際
枠組みとして，パリ協定が採択され，昨年 2023 年 11
～ 12 月に UAE のドバイで開催された COP28 では，
パリ協定の実施状況を検討し，長期目標の達成に向け
た全体としての進捗を評価する仕組みであるグローバ
ル・ストックテイクについて，初めての決定が採択さ
れている。

こうした中で，世界各国での GX 投資に向けた政策
競争も激化しており，中長期にわたる政府支援へのコ
ミット，初期投資だけでない生産量に比例した形での

投資促進策，サプライチェーン上の各段階に対するき
め細やかな支援による国内投資の促進，排出量取引制
度等の規制・制度的措置の有効活用など，様々な工夫
が講じられた投資促進策が生まれている。

一方，我が国では，2020 年 10 月に “2050 年にカー
ボンニュートラルを実現する” ことを宣言し，また，
2030 年度の温室効果ガス削減目標として 2013 年度比
で 46％削減，さらに 50％の高みに向けて挑戦を続け
ることを表明し，その削減目標を反映した NDC（国
が決定する貢献）を国連に提出している。

こうした状況を踏まえ，政府では，2022 年 7 月に
内閣総理大臣を議長とする GX 実行会議を設立され，
2023 年 2 月に今後 10 年を見据えた GX の取組の方向
性等をとりまとめた「GX 実現に向けた基本方針」が
閣議決定されている。これを受けて，2023 年には「脱
炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法
律」（GX 推進法）が成立した。さらに，GX 推進法に
基づき，成長志向型カーボンプライシング構想等の施
策を総合的かつ計画的に推進するための計画である

「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略（GX 推進戦略）」
が同年 7 月に閣議決定されている（図─ 1，2）。

2．GX実現に向けた取組

（1）成長志向型カーボンプライシング構想
2050 年カーボンニュートラルの実現等の国際公約

と産業競争力強化・経済成長を同時に実現していくた
めには，今後 10 年間で 150 兆円を超える官民の GX
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図─ 1　GX 推進法に基づく「GX 推進戦略」（2023 年７月 28 日 閣議決定）

図─ 2　（参考）脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律【GX 推進法】の概要
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投資が必要であるといわれている。GX 推進戦略で
は，こうした巨額の GX 投資を官民協調で実現するた
め，「成長志向型カーボンプライシング構想」を速や
かに実現・実行していくこととし，GX 経済移行債等
を活用した大胆な先行投資支援，カーボンプライシン
グによる GX 投資先行インセンティブ等の措置を講ず
ることとしている。

具体的には，個別の分野について，GX 基本方針（GX
推進戦略として令和 5 年 7 月閣議決定）の参考資料と
して，国が長期・複数年度にわたるコミットメントを
示すと同時に，規制・制度的措置の見通しを示すべく，
22 分野において「道行き」が提示された。

その後，昨年 10 月から 12 月にかけて，5 回にわた
り専門家 WG が開催され，先行投資支援の詳細等に
ついて議論がなされている。なお，専門家 WG の議
事概要と資料については，下記のウェブサイトで閲覧
が可能である。

【GX 実現に向けた専門家ワーキンググループ】
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_

kaigi/senmonka_wg/index.html

（a）GX 経済移行債等を活用した先行投資支援
10 年間で 150 兆円を超える GX 投資の実現に向け

ては，民間事業者の予見可能性を高めていくことが必
要となる。このため，新たに「GX 経済移行債」を創
設して，政府として長期・複数年度にわたり支援策を
講じると共に，新たな市場・需要の創出に効果的につ
ながるよう，規制・制度的措置と一体的に講ずること
としている。

この GX 経済移行債による支援は，基本原則とし
て，従来のようにエネルギー消費量の抑制や温室効果
ガス排出量の削減のみを目的とするものとは異なり，
受益と負担の観点も踏まえつつ，民間のみでは投資判
断が真に困難な案件であって，産業競争力強化・経済
成長と排出削減のいずれの実現にも貢献する分野への
投資を対象とすることとされている。

（b）�カーボンプライシングによる GX 投資先行イン
センティブ

カーボンプライシングは，炭素排出に値付けをする
ことにより，GX 関連製品・事業の付加価値を向上さ
せるものである。その導入については，我が国の経済
への悪影響等に鑑み，直ちに導入するのではなく，
GX に集中的に取り組む期間を設けた上で導入するこ
ととされている。また，GX 投資の前倒しを促進する
ため，当初低い負担で導入し，徐々に引き上げていく

こととしている。
具体的には，多排出産業を中心に「排出量取引制度」

を導入（2023 年度からの GX リーグにおける試行を
踏まえ，2026 年度から本格稼働させ，さらに 2033 年
度から発電事業者に対する「有償オークション」を段
階的に導入）すると共に，広く GX への動機付けが可
能となるよう，炭素排出に対する一律のカーボンプラ
イシングとしての「炭素に対する賦課金」を併せて導
入することとしている。

これらのカーボンプライシングについては，GX 推
進法の附則の中で，その実施する方法について GX 推
進法の施行後 2 年以内に必要な法制上の措置を講ずる
ものとされており，本年 9 月には「GX 実現に向けた
カーボンプライシング専門ワーキンググループ」が設
置され，制度設計に向けた議論が始まっている。

（2）国土交通省の取組
政府全体の動きに対応し，国土交通省においても

2050 年カーボンニュートラルの実現や 2030 年度の温
室効果ガス削減目標の達成に向け，「国土交通グリー
ンチャレンジ」の策定や「国土交通省環境行動計画」
の改定を行い，所管する事業やインフラ毎の特性や技
術力を最大限に活かし，省内にとどまらず産業界や関
係省庁と分野横断的に連携して取組を推進している。

2021 年 7 月に策定された国土交通グリーンチャレ
ンジでは，国土・都市・地域空間とそこで展開される
様々な社会経済活動を支える国土交通分野に係るイン
フラや，住宅・建築物，自動車等の輸送機関等の膨大
なストックについて，2050 年カーボンニュートラル
を実現するための基盤となるよう，各般の施策に脱炭
素化の観点を取り込み，長期的な視点を持って，革新
的技術開発やその社会実装，さらには国民や企業の意
識・行動の変容を促進する環境整備を含め，社会シス
テムのイノベーションを図っていくこととしている。
そして，省を挙げて予算，税制，制度改正等の施策を
総動員してその施策や取組を着実に実行に移すべく，
2021 年 7 月に「国土交通省グリーン社会実現推進本部」
を新たに立ち上げている。国土交通省グリーン社会実
現推進本部は，直近では本年 5 月に開催しており，運
輸，建築・インフラ等の各分野における GX 実現に向
けた取組のより一層の推進を図っている。

また，2021 年 12 月に「国土交通省環境行動計画」
の改定を行った。改定においては，グリーン社会実現
に向けた「国土交通グリーンチャレンジ」を重点プロ
ジェクトに位置付けるとともに，国土交通省における
環境関連施策の充実・強化を図り，2050 年までを見
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図─ 3　（参考）国土交通省環境行動計画（概要）重点施策①

図─ 4　（参考）国土交通省環境行動計画（概要）重点施策②

据えつつ 2030 年度までを計画期間として，計画的・
効果的な実施を推進することとしている（図─3～5）。

この国土交通省環境行動計画については，今年 9 月
に社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会交通

体系分科会環境部会グリーン社会小委員会を設置し，
国土交通省環境行動計画の新たな改定に向けた議論を
開始しており，今後さらなる改定に向けて検討が進め
られる予定である。
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なお，現行の「国土交通省環境行動計画」，「国土交
通グリーンチャレンジ」，「国土交通省グリーン社会実
現推進本部」の詳細については，下記のウェブサイト
で閲覧が可能である。

【国土交通省環境行動計画】
�https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/
sosei_environment_fr_000101.html

【国土交通グリーンチャレンジ】
�https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo10_
sg_000164.html

【国土交通省グリーン社会実現推進本部】　
�https://www1.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/
sosei_environment_fr_000148.html

3．おわりに

今年の 4 月に環境省より発表された 2022 年の我が
国の温室効果ガスの排出量は，2013 年度比で 22.9％
の減少となり，2050 年ネットゼロに向けた順調な減
少傾向を継続することができた。また，環境配慮型コ
ンクリートによる吸収量（CO2 固定量）を世界で初め
て算定するなど，GX の取組も進んできている。施策
面においても，より長期的視点に立った GX2040 のビ
ジョンの議論に向けて，今夏に GX2040 リーダーズパ
ネルが開催されるなど，GX 施策の検討が引き続き進
められる見込みである。

国土交通省としても，環境行動計画の改定に向けた
議論を進めつつ，カーボンニュートラルの実現に向け
て GX の推進に取り組んでまいりたい。

�
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図─ 5　（参考）国土交通省環境行動計画（概要）重点施策③




